	　　　　　　　　　　　

　　退職金制度及び企業年金制度見直しと労働組合の対応
　　　　　　　　
　　　　　　＜補足版＞ ２００６年１月２４日　生協労連福祉委員会



はじめに　
　この文書は、昨年の５月１９日付で中央執行委員会に提出した政策文書に、その後の情報を補足し編集を加えたものです。またこの課題は、これからも制度や情勢は進行形であり変化することが予測されますので＜補足版＞としました。

退職金制度の改定とともに、これを賄う企業年金の問題がセットで浮上しています。企業・生協経営にとっては、①総額人件費削減の推進、②適格年金制度の廃止、③税制改悪などの観点から、「退職金水準の引き下げ」と同時に退職金原資のリスクを減らすためにこの２つの問題を同時にもしくは相前後して私たちに提起してきます。
　ほんらいこの２つの問題は、別々の問題であり、分けてわかりやすく交渉することが大事です。もちろん総合的に考える視野を持つ必要はありますが、具体的な交渉はなかまにとってわかりやすくすすめましょう。この問題は、労働者にとって定年後、老後の生活を支える切実で大事な問題です。大いに学習し、計算し、家族と相談し、みんなで討論しながらとりくみましょう。

　退職金制度も企業年金制度も、その導入・終了・変更する場合は、従業員の同意または労働組合の同意を条件とすることが法制度上求められています。したがって労働組合の果たすべき役割が決定的に重要です。使用者は労働組合の意思を尊重しなければなりません。またこれらの労使合意は労組員に限らず、全従業員にその効果がおよぶことになりますから、労働組合は非組合員を含む全従業員の代表という観点でとりくむことが求められます。

大企業において最も今日的な総額人件費削減の総合的な政策として、成果主義人事制度・ポイント制退職金制度・確定拠出型企業年金制度、この３つの制度の導入がすすめられています。こうした社会的な視点、総合的な視点からもこの課題を見つめる必要があります。

政府・財界は、年金制度改悪を中心に社会保障制度の抜本的な後退を強行し、消費税の大増税で国庫負担と企業負担の大幅な軽減を推し進めようとしています。貯蓄や保険など私たち個々人の自助努力も、企業の社会保険料負担や退職金制度の努力も、このような悪政の下では安心した老後は望めません。社会保障制度の大改革と消費税増税阻止・税制の抜本改正をめざす大きな国民的な運動の発展なくして、根本的な解決の展望はありません。
１．老後の生活守れる退職金制度を確立しよう
（１）老後の生活に必要な資金とはどれくらい？
　企業を退職した労働者の老後の暮らしを守ってくれる３本柱は、「個人補償」「企業保障」「社会保障」です。個人補償とは預貯金・個人保険・資産運用などです。「企業保障」とは退職金・企業年金、「社会保障」とは国民年金や厚生年金、医療・介護制度などです。
それではいったい老後の資金はいくらくらい必要なのでしょうか？
　夫婦２人の老後にとって「ゆとりある生活」をするには月額３７万３千円の生活費は必要で、「最低の日常生活」でも２３万５千円はかかるそうです。「定年退職後２０年間、８０歳まで夫婦２人が生きていく老後資金を単純に試算すると、「ゆとりある生活」で８.９５２万円、「最低の日常生活」で５.６４０万円となります。

　朝日新聞の「サラリーマン夫婦の老後････６０歳以降に必要なお金は？」の試算によると、年金だけで平均寿命を全うするには、現在５０歳の人は３.７５５万円、３０歳なら４.２４２万円も不足します。
　このような金額を、３つの「保障」で賄わなければなりません。現在の退職制度による退職金額と年金額やローン・貯蓄の見通しなど、しっかり見つめる必要があります。家族とも協力し合って、日生協のライフビジョンセミナーなどに参加し、ローンや預貯金の計画、老後資金の試算などに取り組みましょう。単協・単粗でもライフビジョンセミナーを開催しましょう。

※別紙「労務行政研究所」の調査資料参照。
（２）退職金制度を改定したがる背景と生協の動向
生協・企業がいま、退職金制度を改定したがる背景には、グローバル化・大競争・規

制緩和、少子高齢化、年金はじめ社会保障制度の抜本的な改悪、財政危機と税制改悪、日本型雇用システムの変化、低金利・デフレなどなど、社会的な変化と歴代自民党政府の悪政が重く横たわっています。
直接的には、「退職給付会計・減損会計の導入、退職引当金制度の廃止により、経済

的にもたない。」「資産運用の環境悪化による積み立て不足など将来的なリスクに耐えられない。「資産運用の環境悪化による積み立て不足」「同業他社との比較」「年功重視から能力・業績重視へ」「労働構成の高齢化」など、生協経営への危機感から総額人件費構造の改革がせまられています。
また退職金の免税点（非課税限度額）が引き下げられ、これまでの「３千万円まで無税」だったのが、１５００万円に引き下げられ、退職金を一時金で受け取りにくくしています。生協における退職金制度の現状は、「最終給与比例」方式が１５０生協。「ポイント制」は３２生協だけです。パートの退職金制度については、「実施していない」が１０４生協、「実施している」が９１生協という状況です。生協陣営で過去３年間に退職金制度を改定したのは２５生協。今後３年間に「見直す予定」の生協は９５にのぼります。ただしそのうち７割は、まだどんなものにしたいのか定まってはいません。
（３）日生協厚生年金基金の「代行返上」の意義
　３月末までには認可される見通しの日生協厚生年金基金の「代行返上」により、生協経営は将来にわたる大きなリスクを回避することができたのです。しかしこのことは逆に、加入員である生協職員にとっては厚生年金の給付が削減されるということで。賃下げ・賃金凍結・一時金の大幅なカット、雇用不安、年金・医療・介護の抜本改悪など、日常のくらしも、そして老後のライフビジョンもきわめて不安な状況に追い込まれているなかでのことです。
このことを生協経営陣は重く受け止めなければなりません。３５８もの企業（生協）による総合型基金が、予定通り、整然と代行返上できたということは他に例を見ません。生協労組が１００％の同意書集約に協力したことの持つ意義は強調してもしすぎることはありません。退職金制度および企業年金制度の課題にとりくみにあたって、まずこの点を労使でしっかりと認識しあうことが大事です。
（４）退職金の統一要求・最低保障の確立めざして
　生協労連は退職金の課題で、以下のような調査・政策活動と統一要求の確立と統一闘争の強化をめざす必要があります。

１．退職金制度の実態調査・政策活動の強化

退職金の社会的な水準、産業実態、生協における実態の把握を強化します。また退職

金について、他の単産がどのような統一要求基準を掲げているのか、どのような政策を確立し、統一闘争をとりくんでいるのかを調査・交流します。

２．統一要求づくり

「これ以下の退職金水準は認めない」という退職金の最低保障要求を生協労連の統

一要求基準として確立することをめざしましょう。２００５年度の活動方針で統一要求づくり、統一闘争の方針づくりにとりくみましょう。
＜提案＞　生協労連の定年退職金　到達目標　２０００万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　最低目標　１５００万円

３．労働債権の優先順位の引き上げを要求しましょう。

　①商法295条の（使用者の先取特権）の労働債権金額の先取特権をすべての労働者に認めること。

②労働債権を租税・社会保険料債権より優先するものとすること。

③労働債権のうち、一定限度は抵当権等の担保債権より優先するものとすること。

④労働債権の先取特権の行使を容易にできるようにすること
（５）退職金制度の改定をめぐる特徴と論点　　
現在、生協における退職金制度の多くは、退職時賃金×勤続年数による係数＝退職金額という制度です。しかし今日、これをポイント制退職金制度に改定する動きが広がっています。大企業を中心に終身雇用・年功序列型の賃金・人事制度が崩されつつある状況のもとで、どちらの制度も一長一短があり、年代間・勤続年数・労働構成などによって事情が違ってきますから、慎重に検討する必要があります。

以下に退職金制度をめぐる論点をご紹介します。

１．これまでの退職金制度をめぐる論点

イ）現在でも退職金制度の多くは、「退職時の賃金（算定基準額）×勤続年数×係数」という方式で、年功序列・終身雇用制度をもとにしたものです。雇用が安定しているし、若いうちの低賃金は、将来への貯蓄を含んでいて、生活スタイルの変化に応じて賃上げがされるし、最も高い賃金で退職金が支払われる。
ロ）従来の勤続年数方式の退職金制度は、年功序列・終身雇用制度がくずれているもとで、中高年の賃金引き下げや「役職定年制」が推進され、退職金額の減少につながっている。

ハ）従来の方式は不公平で不明朗だ。頑張ろうが頑張るまいが、退職時のポストだけが評価され、退職金に反映される。どんなポストにつくのかわからなければ退職金額がわからない。長い勤続期間中の職責や能力・成果に対する評価が反映されない。

ニ）努力や成果、能力を公正に正確に評価できるのか。月例賃金や一時金でそれは反映している。老後の生活を支える退職金にまで反映するべきではない。

ホ）雇用の流動化がすすむ今日、中途採用者の退職金水準が相対的に不利になる。
　　　　　　  　　　

２．ポイント制退職金制度のメリット・デメリット

１）メリット

　　◇退職金額と月例賃金を切り離すことが可能になる。勤続・年齢によるウエイトを

抑制することができる。

　　◇勤続期間中の能力や成果が十分反映できる。

　　◇毎期のポイントの積み上げ方式なのでシンプルでわかりやすい。その時々で確定している退職金額を把握しやすい。

２）デメリット

　◇評価体系・昇格基準など人事制度の適正・公正な運営が求められる。

◇賃金以外にポイントを毎期管理することとなり、システム上の負荷・事務上の負荷が大きくなる。

◇従来の制度から移行する場合、既得権・期待権利等の移行措置を講ずる必要がある。（期待権を長期に渡って維持すれば、従来の年功的な制度運営も維持できる）

＜資料１＞

	＜生協の退職金水準はどのくらいの水準なのか＞
◇産労総合研究所調査　＜定年の場合の退職金総額（一時金＋年金部分）＞
　　　　　　　　　　　大学卒・総合職：２３１７万円（40.6カ月）
　　　　　　　　　　　高校卒・総合職：２１６９万円（44.8カ月）
　◇ＵＩゼンセンの調査　（単位：万円）
勤続10年 　勤続20年  　勤続30年  　定年退職
　　　　　　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｳ　　  ２８１ 　 　９２９　　 ２０４１
　　　　　　ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ 　　　２７０　　　９１１　　 １７１２　　１９１７
　　　　　　カスミ　　　　 ２８３　　　６７３　　 １３６８　　１８３９
　　　　 流通部会全体　　　１９７　　　６１６　　 １３１０　　１６８６
　◇中央労働委員会調査　　 ２６６　　　９３７　 　２２８６　　２７９３
　◇生協労連年度　　　　　 ２２５　　　６６１　　 １２１２　　１７４７
＜日生協の賃金・労働条件調査＞　
日生協の経営指導本部が地域生協について毎年調査を行っています。２００３年度調査（５３生協）結果によると、「退職時・課長職モデル」の退職金額は最高２７００万円、最低８００万円、平均で１６００万円。分布としては１７００万円台が大きな塊となっています。「同・部長職モデル」では平均１８００万円です。
日生協や単協にとってこれが、他の流通企業との競争条件との関係で高いか低いかが大きな関心であり、総額人件費の削減、人件費構造の改革として退職金制度の改定と企業年金制度の改定・導入問題が検討されているのが現実です。このような水準で、生協職員の定年退職後の老後生活を支えることができるのかの検証や議論はみえません。




＜資料２＞

	ＪＭＩＵ：「当面の目標」＝勤続30年で3000万円。
「最低到達基準」＝勤続30年で1500万円。

※「せめて非課税限度額」

　　　　　 全倉運輸：勤続年数別の最低補償額　２０年＝７００万円

～年　～２５００万円

･定年60の退職金到達目標　３０００万円以上。




２．企業年金制度の現状と課題、基本的な視点
企業年金はこれまでも各企業の事情に応じた多様な制度運営が行われています。さらに制度のみなおしを実施するにあたっては、現行制度から新制度への移行割合や制度設計などに数多くのケースが想定され、注意すべき問題点を一様に指摘することはきわめて困難です。個々に十分慎重にとりくむことが求められます。
（１）まだまだ未熟で流動的な新しい企業年金制度
企業年金制度には、確定拠出、確定給付、キャッシュバランス、混合型などがあります。どれも法令で規定されています。しかしできて間もない制度であり、すでに不備が指摘されています。今後、さまざまな改正・変更・整備がなされ、運用もさまざまに変更することが予測されています。長期的な視野が必要なこと、資産運用の知識も経験も少ないことなどを考え合わせると、いまあわてて決めてしまうのは得策ではないというのが、大方の見方です。　　時間をかけて、しっかり学習・研究するのが肝要です。２００９か２０１０年年から制度設計など具体的な検討・協議をスタートさせても遅くないとも言えます。先行して実施している大企業の運用状況などしっかり勉強させてもらうほうが賢明ではないでしょうか。
（２）企業年金の制度変更における労働組合の位置と不利益変更への規制
　　

１．労働組合の位置づけ

　企業年金において制度を新たに導入する場合や終了する場合、制度設計を変更する場合は、法令・行政通達は従業員の同意または労働組合の同意を条件としています。従って、企業年金の導入や設計変更を行う際には、労使が協同で参画し、意志決定して運営にあたることが、法制度上も求められています。

２．不利益変更への対応

　現行の退職金や企業年金の条件が保障されて新しい制度に移行するのであれば問題はありませんが、退職金がすでに高額になっている高齢者にとっては不利益になる提案が行われるケースも想定されます。労働条件の切り下げが、就業規則の不利益変更として厳しく規制されているように、企業年金の給付減額も厳しく規制されています。

３．新企業年金制度の提案への対応
（１）労働組合の基本的な構え
１．みんなで学習・討論に時間をかけて慎重に！
　退職金制度も企業年金問題も、大きくて長期的な課題であり、制度や内容そのものが難解なことが多くあります。中央・地連と相談しながら、まず執行部が学習・研修し、基礎的な知識を身につけましょう。そして職場のなかまの目線で職場学習・討論会などにとりくみましょう。その際、ご家族も参加できるライフビジョンセミナーもぜひとりくみましょう。
　大事にしなければならないのは、なかまの要求と理解に沿った速度と内容ですすめることです。理事会の都合に、ペースに押し切られるようなことは禁物です。あくまでも労働者と労働組合のペースを守りましょう。
２．民主的な労使関係と説明責任・経営責任の徹底した追及を
　理事会の経営状況、経営責任、制度改定の目的、どのような水準になるのか、職員の老後の生活に対する認識など、あらゆる情報の開示と背景や理由を説明しきらせることが極めて重要です。
　退職金制度は、労働契約・労働条件であることは明白です。退職金の原資をどのように担保・保全しているかが労働者にとっても重大な問題であり、企業年金問題もこうした観点から見つめる必要があります。しかしいま起こっている事例の多くは、退職金水準の引き下げを目的にしたもので、退職金の既得権・期待権を損なう不利益変更をともなうものになっています。このような退職金制度の改定について、理事会の一方的で強権的な提案・説明・同意の強要は、法的にも絶対に許されません。
労働組合はなかまの立場と視点、理解や納得の到達点、テンポやスピードを大事にして、
学習し、討論し、協議し、交渉しましょう。理事会の都合による強権的な進め方、不当労働行為には断固として反撃し、交渉打ち切りも辞さない強力な対応を決意しましょう。
この問題は、個々人でも、納得行かなければ法的に争えるのです。そのことも理事会に十分に認識させ、民主的な労使関係確立を貫く断固とした姿勢で交渉しましょう。

３．集団的労使関係と労使交渉ルールの確立
　事業連合が拡大・強化されるなかで、頻繁な人事交流、人事制度の統一化が進もうと

しています。ここで退職金制度と企業年金制度の問題が、重要な課題として浮上する可能性があります。事業連合における集団的労使関係の確立がこうした側面からも欠かせません。
　１０月からスタートする日生協新企業年金基金、せいきょうＤＣ（確定拠出型企業年

金）、全国生協役職員福祉協議会の場を活用して、労使交渉の仕組みとルールの民主的

なあり方、集団的な労使関係の確立の意義について共通認識を広げる必要があります。

また集団的福利厚生３団体の理事・代議員に派遣されたなかまの奮闘とともに、生協労連中央執行委員会・地連委員会での共通認識づくりと調査・政策活動の強化、個別対策の充実・強化が求められます。
（２）各年金制度の注意点

　新しい制度に移行する場合、それぞれの制度の特徴に合わせた対応が必要となりますが、労働組合として重要なことは、企業年金見直し検討開始の段階から、金融機関からの企画提案を受ける際に労働組合代表も参加し、労使で情報を共有化し、労働組合としても常に検討状況とその内容について可能な限り把握しておくことです。新しい制度を導入する際には、対象となる従業員の過半数を組織する労働組合との労使協定の締結が義務づけられています。この労使協定は原則として制度対象者全員に効力がおよぶことになりますから、労働組合としては、非組合員も含めた対象者全員の意見集約・反映に努める必要があります。

　以下は、それぞれの制度に対するポイントとなる注意点です。詳細については学習する必要があります。

１．確定拠出年金の提案を受けたときの注意点

　確定拠出年金への移行では、厚生年金基金・適格年金の積み立て不足（過去勤務債務）を解消する必要があります。また、不利益変更を伴う提案を受ける場合が多いので、十分な注意が必要です。

２．確定給付年金の提案を受けたときの注意点

　この制度への移行では、「規約型」または「基金型」のいずれかを選択することになります。規約型は、企業が金融機関と契約を結び、制度を実施します。一般的に、適格年金解約後の受け皿となっています。基金型は、厚生年金基金の代行返上・解散後の受け皿として同様な仕組みの「企業年金基金」を設立します。

３．キャッシュバランスプランの特徴

　この制度は確定給付型年金の制度設計の一つで、確定拠出年金の特徴も持つことから混合型と呼ばれています。注意点は、①掛金が国債などの指標により変動する。②給付額も国債などの指標により変動する。③給付カーブが変わることによるデメリット。④加入者自身も拠出できる、という点です。制度の性格として、労使いづれにとってもリスクが比較的少ないことから、導入の検討に値する制度といえます。

４．中小企業退職金共済の積極的活用

　国の中小企業対策の一環であるこの制度は、企業にとって少ない負担で退職金制度を維持できます。従業員にとっても確実に退職金を受け取れる制度になっています。

（３）確定拠出年金導入の指針

　現行の退職金に追加するということで確定拠出年金を導入する場合は問題ありません。欧米ではこのように活用している事例が多いようです。しかし企業年金から確定拠出年金に移行する理事会提案に対しては、労組員のリスクだけが増大して将来に対する不安が増すことになるので、慎重な対応が必要です。

　また問題点としては、①年金受給権の確立や保護が不充分である。②投資経験も教育も不充分な勤労者が、長期に低迷する日本経済の下で適切に運用することはむずかしい。③退職金は重要な労働条件であり、企業が責任を持つべきもの。企業が持つべき運用責任とリスクを勤労者に転嫁することになる④現行の退職金制度でも大きな格差があり、この制度に移行する場合には特定の世代の利益を損ねることが起きかねない。積み立て不足分の企業負担の状況を十分検証する必要があります。

　確定拠出年金に移行する場合でも、どの程度まで新制度を導入するかという移換割合は、加入者の年齢・働き方・雇用区分などさまざまな要素を労使で十分に考慮して検討する必要があります。ゼンセン同盟の「指針」では「現行制度全積立額の２５％程度にととめるべきである」と提唱しています。ちなみに（社）生活福祉研究機構のアンケート調査によると平均５８％です。

（４）提案を受けたときの具体的な対応のために

１．単組に役立つ相談体制と仕組みの確立、学習・交流活動
　この課題が、生協事業の到達点、とりまく環境から、こんご急激にこの課題が全国に広がることは明らかです。しかしこの課題には高い専門性を求められます。しかもいま、法律や制度自体が流動的な状況にもあり、しっかり情報をつかむこと。また他の単産や企業の実践に学ぶ、「せいきょうＤＣ」と運用管理機関のコンサルタント、単協内でも共催のプランナーの資格を持つなかまの協力を得て、学習・調査・交流・討論をしっかりとりくんでいく必要があります。
単粗や職場のなかま一人一人に理解を広げることも容易ではありません。単粗の執行委員会の専門性を高める、地連ごとに相談体制をつくる、学習を系統的に組織する（労使共催も含め）など実践も進めながら、粘り強くとりくまなければなりません。
　
２．専門委員会・窓口を確立する
１．単粗は理事会から提案があったら、中央書記局に報告し相談しましょう。

各地連でも相談窓口を明らかにしましょう。
２．労働者・労働組合の活用できる専門家を確保しましょう。
せいきょうＤＣの運用機関などのコンサルタントや金融単産の活動家なかの専門家をアドバイザーとして確保し、活用しましょう。また各生協では共済部門にいるライフプランナーとの協力関係をつくりをめざします。
３．日生協新企業年金基金の理事・代議員の定数枠を拡大します。
３．相談会・交流会・研修会の開催
１．退職金制度・企業年金問題交流会」の開催。
２．「経営分析相談日」の経験を生かし、専門家を配置した「相談日」を設ける。
また、地連委員会を前後した相談会。県連レベルの相談会も追求しよう。
３．単組・単協における「ライフプランセミナー」の開催を推進する。
４．関係諸機関・団体の研修会・セミナーを紹介する。
新企業年金における加入者範囲の限定（パート排除）問題
日生協新企業年金基金からのパート職員の資格変更＝排除の問題は、生協労連加盟の生協職場では５８生協で労使合意と加入者同意が諮られ、新制度スタートから施行されます。この問題で合意した単粗のいくつかは、パート職員の退職金制度の拡充をかちとっています。　　　　　　　
制度から排除されたことによる不利益を、別の制度の立ち上げや現行の退職金制度の改革で代替措置をとることを要求しましょう。

説明責任も果たさず、事実誤認も含め生協経営の都合ばかりを並べ立て、代償措置も全く考えない提案の仕方も一部にみられました。５８生協のうちでも少なくないのではないでしょうか。しかし全体としてはこの問題を通して、集団的福利厚生制度の大切さ、そして一人ひとりに権利があり、その変更には理解と納得・同意を一人ひとりからとらなければならないという認識を深めつつあります。
日生協総合ＤＣに対する生協労連の対応
　日生協厚生年金基金は、別紙ように「退職金制度改定の受け皿として２つの制度を用意」し、退職金原資の安全で効率のいい運用をめざしています。この制度の運用管理機関の選定について生協労連は福祉委員会の委員が選定会に参加しました。
　だからといって生協労連が、「キャッシュバランス型」や「確定拠出型」について見解を持ちきったわけではありません。日本でまだスタートしたばかりの制度であり、私たち労働者にとってはメリットもデメリットも両面あり、行政の指導も制度も法律もまだまだ流動的です。福祉委員会が選定作業に参加したのは、なによりも制度を学ぶためであり、労働者の立場での疑問や不安、要望を反映するためです。
またこれらの制度は難解であり、長期にわたる問題でもあり、集団的福利厚生の場で、経費的な効率もさることながら、情報やノウハウ、専門性の向上や教訓の交流など連帯の場を生かすことも期待できます。
････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□ケーススタディ：Ｘコープの提案・協議の問題点・論点。
････「１００％確定拠出＝ＤＣと前払い制度の選択制」の提案。････
････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇提案理由が「経営にとってのメリット」だけを強調。これが第一義であると強弁。
　・「退職金の積み立て不足を今なら解消できる。これからの退職金をこの制度にすれば債務は残らず、追加負担のリスクもなくなる」。「税制上損金で落とせる」
・新制度への移行により「特別損益に○.○億円が見込まれる」。
◇新しい制度を導入しなければならない理由の大半は、経営責任に帰す内容ばかり。
・事業のこんごについて低迷シナリオ・縮小均衡しか提示できない。職員の平均年齢の上昇を人件費・経費負担の拡大でしか評価できない。
　・「積み立て不足を負担できないまま経営破綻するような事態もありうる」として労働者を脅迫するような主張の仕方。経営の当事者能力の低さが本質的な問題であり、制度とその影響をわかりやすく知らせるという説明責任も果たしていない。
◇適格年金制度のこれまでの総括と財政再計算結果への不透明な先延ばし
・適格年金制度の資産運用が好調だった時期の総括があいまいで不充分。「掛け金を下げると税金が増える＝蓄積できない制度」だといことだけ。このときに労働者にメリットを配分したのか。高齢化で年金財政の規模が大きくなることはわかっていたこと。突然起こったことではない。
・５年ごとの財政再計算の機会もあり、中長期の視点で対応を準備すべきだった。直近の財政再計算で「掛け金の引き上げ」がようせいされたにもかかわらず、これを先延ばしにしている。この矛盾を新制度に流し込んで解消しようと思惑が、強権的で性急なやり方になっている要因です。
　・この分野に詳しい担当者に、理事長や常勤役員が振り回されている場合散見される。またその担当者にしても、つきあいのある金融機関の確定拠出企業年金部門にだけ依存していることもありうる。
◇労働者にとってのデメリットについてほとんど明らかにしていない。
・税金や社会保険料、運用のリスクなどデメリットについての説明が少なく、抽象的な表現や具体的な打撃については明らかにしない。ましてホローする対策、代償措置について全くとりあげていない。
・経営にとってのデメリットについても同様であり、制度導入による担当者の配置、研修会や広報活動、運営管理機関・コンサルタンへの手数料、運用上のコストについても以外に軽くみている場合がある。
・「生協経営と生協経営陣への不信」が募っているなかまは、前払い制度を歓迎する傾向がある。労働者のロイヤリティが落ちることなど、理事会にも指摘する必要があります。
◇「資産運用環境の悪化」を制度変更の理由としている。しかし新制度で職員が「自分で年金資産を管理し、自分で増やしていく」という場面では、「資産運用環境の悪化」を軽いものとしてとらえる主張を行っている。
◇制度変更前後の退職金の水準について比較したいという職員の要望に、計算するには「費用がかかる」という理由でこたえようとしない、というケースもみられる。
････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■退職金制度の改定について＝論点・ポイント・法的な規制・傾向
････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜退職金は後払い賃金、労働条件なのかどうか＞
イ）退職金制度は、労働基準法には規定がありません。だから労働条件とはいえない。

　あくまでも功労報酬である。
ロ）退職金規程が就業規則・労働協約に明記されていれば、労基法上の労働条件にあた
　り事業主に支払う義務が生じます。退職金は「賃金の後払い」という性格になります。
ここで要注意。協定には「支払い期日」「支払い方」を明記すること。
＜ポイント制退職金制度の長所・短所。そして要注意＞
１）生協においてもポイント制の退職金制度への移行が主流となっています。この制度については、これまでの勤続重視の制度にも長短両面がありますから、しっかり学習する必要があります。
２）大事なのは、退職金の水準引き下げだけが目的なのかどうかです。ポイント制は企業年金制度問題における不利益変更をゴマかす手法としても活用しやすいという特徴もあり、要注意です。
＜労働組合の同意なしに不利益変更はできない＞
１）退職金制度の不利益変更は、原則的として許されません。
新しい退職金制度および企業年金制度への移行が、労働者にとって「既得権」「期
　　待権利」を脅かす不利益変更をともなう場合は、経営の強権的な提案・説明・同意の強要は許されません。労働者個々人の同意と労働組合の同意が必須要件です。これなしには役所から認可されません。
２）ただし不利益変更の理由が、「高度に必要性に基づいた合理的内容（別記６項目）」であれば労働者は拒むことはできない。
３）退職金改定について、たとえ労働組合が合意しても、個人としてどうしても不服ならば、個々人でも法的に争えます。
＜制度変更提案（対策）の事例・傾向・タイプとその特徴＞
１）「確定拠出型（４０１Ｋ）」は、労働者にとってリスクやデメリットをともなう側面が大きい制度です。ほんらい企業や金融機関が負うべき資産運用のリスクを労働者に転嫁するものです。しかし反面、これまでの制度の弱点や矛盾を解決できる側面もあり、しっかり学習し、協議する必要があります。
２）個々の企業経営の実態・実力・到達点を直視せざるを得ない現実・事態がある場合、労働組合として制度変更に反対・拒否を表明しているだけではすまされません。同意するか、」一定割合の導入を認めるかはケースバイケースといえます。
３）この制度は事業主にとっても都合のいいことばかりではなくて、信託や投資顧問会
　 社などへの手数料、従業員への教育・情報提供など意外に手間もコストもかかりま
す。手数料が会社負担か否か、事業主が元本保証するかしないかなど、さまざまな

例・チェックポイントがあり、これを労働組合として研究する必要があります。
４）多様な組み合わせや運用も出始めている。
  　　「確定拠出型」「確定給付型」「キャッシュバランス型」「退職一時金」「退職
　　金制度の廃止」「退職一時金の縮小」の組み合わせも広まっています。どのような
組み合わせをどのような割合で、しかもどのような部分（全部なのか、過去勤務債
務はどうする、将来部分だけ、新規採用者からなのかもしくは在職者も）から適用
するのかなど、多様な事例が出はじめています。どの組み合わせがどのような長
所・短所、問題があるのか、どのような状況の時に選択するのかなど、情報収集し
たり交流したり、研究する必要があります。
欧米ではいまでも、確定給付型が主流です。確定拠出型は、「中小企業」か「確定給付の上に乗せる制度」として活用しているようです。
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